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菊
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■収入基準

■募集する町営住宅　　※申し込みは 1世帯 1戸限りです。

町
営
住
宅
「
青
葉
台
」
の
入
居
者
を
募
集
し
ま
す
。

入
居
を
希
望
す
る
人
は
必
要
書
類
を
用
意
し
、
建
設
課
に
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

•
同
居
し
よ
う
と
す
る
親
族
が
あ
る
人

　
（
１
人
で
は
入
居
で
き
ま
せ
ん
が
、
年

齢
な
ど
条
件
に
よ
っ
て
は
申
し
込
み
で

き
ま
す
。
詳
細
は
お
問
い
合
わ
せ
く
だ

さ
い
）

•
世
帯
の
収
入
が
公
営
住
宅
法
で
定
め
る

収
入
基
準
内
で
あ
る
こ
と

•
現
に
住
宅
に
困
窮
し
て
い
る
こ
と
が
明

ら
か
で
あ
る
こ
と

　
（
聞
き
取
り
を
し
ま
す
）

•
世
帯
の
中
に
暴
力
団
員
が
１
人
も
い
な

い
こ
と

■
申
し
込
み
に
必
要
な
書
類

•
町
営
住
宅
入
居
申
込
書

　
（
建
設
課
に
用
意
し
て
い
ま
す
）

•
住
民
票
謄
本

（
入
居
予
定
者
全
員
分
の
本
籍
、
続
柄

が
記
載
さ
れ
た
も
の
）

•
平
成
24
年
度
市
町
村
県
民
税（
所
得
・

課
税
）証
明
書

（
入
居
予
定
者
全
員
分
の
所
得
が
分
か

る
書
類
）

•
滞
納
の
な
い
証
明
書

　
（
入
居
予
定
者
で
課
税
対
象
者
全
員
分
）

•
そ
の
他
証
明
書（
勤
務
証
明
書
、
婚
約

証
明
書
、
障
害
者
手
帳
な
ど
の
写
し
な

ど
必
要
に
応
じ
て
）

■
申
込
方
法

　

必
要
書
類
な
ど
を
完
備
し
、
建
設
課

管
理
係
へ
直
接
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

日
時
厳
守
で
お
願
い
し
ま
す
。
必
要
な

書
類
全
て
が
受
付
期
間
内
に
提
出
さ
れ

た
場
合
の
み
受
け
付
け
ま
す
。

■
入
居
決
定
後
の
手
続
き

　

入
居
決
定
後
、
原
則
と
し
て
10
日
以

内（
町
が
指
定
す
る
日
ま
で
）に
、
次
の

手
続
き
を
し
て
く
だ
さ
い
。

❶
敷
金（
家
賃
３
カ
月
分
相
当
額
）の
納
付

❷
町
が
適
当
と
認
め
る
連
帯
保
証
人
１
人

が
連
署
し
た
請
書（
契
約
書
）の
提
出

❸
家
賃
納
入
・
動
物
飼
育
禁
止
に
関
す
る

誓
約
書
の
提
出　
　
　
　
　
　
　

な
ど

※

正
当
な
理
由
が
な
く
、
期
間
内
に
入
居

の
手
続
き
を
し
な
い
場
合
、
入
居
決
定

は
取
り
消
し
と
な
り
ま
す
。 

■
受
付
期
間　

　

８
月
６
日（
月
）〜
８
月
16
日（
木
）

　

午
前
８
時
30
分
〜
午
後
５
時

■
公
開
抽
選
会　

　

９
月
７
日（
金
）　

午
前
９
時
か
ら

■
抽
選
会
場　

　

建
設
課
前
会
議
室（
別
館
２
階
）

■
入
居
時
期　

９
月
下
旬

■
申
込
資
格　

•
町
内
に
住
所
登
録
ま
た
は
勤
務
先
が
あ

る
人

•
市
町
村
税
な
ど
の
滞
納
が
な
い
人

158,000円以下 214,000円以下

原則階層の場合 裁量階層の場合

月額
所得

同居者控除

（非同居者）扶養控除

老人扶養控除

特定扶養親族控除

一般障害者控除

特別障害者控除

寡婦・寡夫控除

38万円

38万円

10万円

25万円

27万円

40万円

27万円以内

控除の種類 控除額

※裁量階層
…身体障がい者、小学校未就学児がいる場合や
全員が60歳以上の場合など

○収入の算出方法
収入（月額）＝（入居しようとする世帯全員の
年間総所得金額－控除額）÷12カ月

○控除額

青葉台 津久礼2400

１

２

Ａ-103

Ｂ-103

番号 住宅名 所在地

３ＤＫ

間取

70.55㎡

面積

平成 2年

建設年度

21,800～
41,300円

月額家賃

月額
1,000円

（１台のみ）

駐車場料

中耐火
ＲＣ

構造部屋
番号

菊陽西小
武蔵ヶ丘中

学校区

菊陽町区長会・菊陽町民生委員児童委員協議会　合同の地域福祉研修会
　菊陽町区長会と菊陽町民生委員児童委員協議会は
７月４日、合同で地域福祉研修会を開催しました。
　町からは、菊陽町の高齢者の人口は増加し地区で
差が生じていること、社協からは、社協の事業や見
守り活動について、民生委員・児童委員からは実際
の事例について発表がありました。
　その後の意見交換会では、「民生委員として活動
をしているときに、区長が手助けをしてくれた」
「もっと情報があれば、連携して対応できるかもし
れない」「今後、区長会・民児協で出た意見を、代
表者で話し合うなどできないか」など意見交換がな
されました。

１人で活動するには限界がある。区
長と民生委員が情報を共有し合えれ
ば、スムーズに対応できることもあ
ると思う。今後、連携についての方
法を考えていきたい。

菊陽町区長会　西田　力男 会長

地域のことをよく知っている区長と
の連携による効果は大きい。地域と
つながり、支え合えるまちになるた
めに、民生委員と区長が一緒に考え
ていければと思う。

菊陽町民生委員児童委員協議会　林　利光 会長

▲区長会と民生委員児童委員協議会から87人が出席し、
　研修を受けました

町
で
は
、
家
庭
的
保
育
事
業
の
将
来
の
実
施
に
向
け
て
、
家
庭
的
保
育
者（
保
育
マ

マ
）や
家
庭
的
保
育
補
助
者
に
な
っ
て
い
た
だ
け
る
人
を
探
し
て
い
ま
す
。

家
庭
的
保
育
者
に
な
る
た
め
の
研
修
会
を
行
い
ま
す

保育

家
庭
的
保
育
者
や
家
庭
的
補
助
者
に

な
る
た
め
に
は

　

県
が
主
催
す
る
研
修
を
受
け
る
必
要
が

あ
り
ま
す
。
研
修
は
９
月
頃
行
わ
れ
る
予

定
で
す
。

　

研
修
に
参
加
す
る
た
め
に
は
、
申
し
込

み
を
し
て
い
た
だ
く
必
要
が
あ
り
ま
す
の

で
、
興
味
の
あ
る
人
は
福
祉
課
ま
で
お
問

い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

問 

福
祉
課　

保
育
所
係　
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家
庭
的
保
育
事
業
と
は

　

保
育
士
資
格
を
持
ち
、
定
め
ら
れ
た
研

修
を
受
け
、
市
町
村
か
ら
認
定
を
受
け
た

家
庭
的
保
育
者
が
、
自
宅
や
賃
貸
ア
パ
ー

ト
な
ど
で
、
少
数
の
乳
幼
児
を
保
育
す
る

事
業
で
す
。
保
育
者
が
市
町
村
と
委
託
契

約
を
行
い
、「
国
が
定
め
る
基
準
」
に
沿
っ

て
保
育
を
行
い
ま
す
。

　

家
庭
的
保
育
者
を
補
助
す
る
家
庭
的
保

育
補
助
者
は
、
保
育
士
資
格
は
必
要
で
は

あ
り
ま
せ
ん
が
、
定
め
ら
れ
た
研
修
を
受

け
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

■「国が定める基準」の主なもの
❶児童数は、保育者１人で３人以内　
❷保育室の面積は9.9㎡以上　
❸衛生的な調理設備の整備　
❹幼児の遊戯などに適する庭（または付
　近の公園）の具備　
❺保育計画の作成　
❻保育の記録　　　　　　　　　 など


